
令和4年4月入園の町立幼稚園入園申込みが10月より始まります。
▶申 込 み 	 10月1日（金）〜15日（金）

▶願　　書 	 9月21日（火）より配付開始（町のホームページからもダウンロードができます）

▶注　　意 	 ❶認可保育園との併願はできません。
	 ❷	現在4歳児クラスの町立幼稚園に在園中の児童についても、次年度継続して5歳児クラスを

利用する場合は、新たに申込みが必要です。
	 ❸詳細につきましては9月21日（火）より町のホームページにてご案内いたします。

南風原町にお住まいでない方であっても、1月1日現在、町内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方には
町県民税の均等割が課税されます。町民でなくても町内に事務所・事業所・家屋敷を有することで受ける
行政サービス（消防・防災・上下水道・ごみ処理・道路整備など）に対して、一定の負担をしていただく税金で
す。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

▶課税の対象となる方 	 次の３つ全てに該当する方は、家屋敷課税・事業所課税の対象となります。
・１月１日現在、南風原町に住民登録がない
・実際に住んでいる市町村で住民税が課税されている
・南風原町に事務所、事業所又は家屋敷を有している

▶税　額 	 年額5,000円

▶手続き 	 対象となる方は「確定申告書または市町村民税申告書の写し」を南風原町役場 税務課 住民税班
（2階 ❹窓口）へ提出ください。詳しい内容は住民税班までお問い合わせください。

【問】 税務課 住民税班　☎889-4413
家屋敷・事務所（または事業所）課税をご存知ですか？

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の方に対し、年金に
上乗せして支給されるものです。対象者には日本年金機構より案内が届きますので、記入のうえ申込みくだ
さい。詳しくは、国保年金課または給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。

▶対　象 	 ❶または❷を受給している、受給する方
❶老齢基礎年金（以下の要件を全て満たしていること）
　・65歳以上の方
　・世帯員全員が住民税非課税
　・年金収入額とその他所得額の合計が88万円以下の方
❷障害基礎年金または遺族基礎年金（以下の要件を満たしていること）
　・前年の所得額が472万円以下の方

▶申込み 	 現在年金を受給中の場合
対象者には日本年金機構より案内（封筒）が届きます。同封のはがき（年金生活者支援給付金
請求書）に記入のうえ、郵送または役場窓口へ提出ください。
今回初めて年金を受給する場合
　年金の申請時に、役場窓口にて申請書の記入をご案内します。

【問】 国保年金課（1階 ❺窓口）　☎889-1798　　給付金専用ダイヤル　☎0570-05-4092
年金生活者支援給付金

【問】 こども課　☎889-7028
10月より町立幼稚園の入園申込みがスタートします

令和3年度は新型コロナワクチン接種が実施されるため、高齢者肺炎球菌ワクチン接種の案内を控えて
おりましたが、8月下旬より接種の案内を郵送致します。詳しくは健康づくり班までお問い合わせください。
▶対　象 	 ❶以下の年齢の方

	 65歳　昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日生
	 70歳　昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日生
	 75歳　昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日生
	 80歳　昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生
	 85歳　昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日生
	 90歳　昭和	 6年4月2日〜昭和	 7年4月1日生
	 95歳　大正15年4月2日〜昭和	 2年4月1日生
100歳　大正10年4月2日〜大正11年4月1日生

	 ❷		60歳〜64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルス等の疾患で身体障害者手帳1級相当の方
▶注意事項 	 		新型コロナワクチン接種を受けた方は、2週間経過しないと高齢者肺炎球菌ワクチンの接種

が出来ません。

【問】 国保年金課　健康づくり班（ちむぐくる館）　☎889-7381
高齢者肺炎球菌ワクチン接種
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